
松江圏都市計画区域

区域区分（線引き）の要否について
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令和７年１２月５日（金）
第1回区域区分専門小委員会
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島根県都市計画審議会
第１回松江圏都市計画区域区分専門小委員会　資料より抜粋



これまでの経緯

平成12年の都市計画法改正により選択が可能となった以降も
区域区分を継続してきた

令和5年2月　松江市長
  「土地利用の秩序を保ちつつ、線引き制度を用いない土地

利用制度の運用に向けて検討を開始」することを表明
　

令和5年度～　両市による検討
 【松江市】新たな土地利用制度を検討
 【安来市】区域区分の要否を検討

令和7年5月　県から両市へ
　　区域マスタープランの見直しに向けた意見照会

区域マスタープラン決定経緯
 当初決定（H16.1月）、第１回改訂（H22.12月）、第２回改訂（H29.8月）
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区域区分の要否を県が判断するにあたって、
松江圏都市計画区域の「区域区分の廃止」と、
松江市が考える「新たな土地利用制度」について、
審議会のご意見を承りたい。

区域区分制度は、都市計画を樹立していくうえで根幹をなすもの
決定にあたっては、都市計画審議会での審議と、国の同意が必要

両市からの回答と、諮問の内容について
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【松江市】区域区分を廃止し、
　　　　　本市の考える新たな土地利用制度に移行したい。
【安来市】区域区分の廃止を希望しない。

区域区分の要否について判断する必要がある



今後の進め方

「区域区分」「都市計画区域」の決定は、いずれも県の権限
「区域区分の廃止」と「松江市が考える新たな土地利用制度」
 ・専門的な見地からの検証が必要であり、専門小委員会を立ち上げ、
  専門家のご意見を伺いながら調査審議を行う。

「都市計画区域の分割・再編」
 ・専門小委員会と並行して県及び両市で検討を進める。

想定されるケース
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ケース① 松江圏都市計画区域として、区域区分を継続する。
        → 松江市の意向が反映されない

ケース②
松江市における区域区分を廃止することとし、
松江圏都市計画区域は分割し、隣接する都市計画区域を含
めて再編する。 → 両市の意向が反映される



今後の進め方（全体フロー）

諮問（知事 → 審議会長）
・松江圏都市計画区域の区域区分の要否について

第170回 都市計画審議会（R7.9.3)
・区域区分専門小委員会の設置を議決

松江圏都市計画 区域区分専門小委員会
 
  【審議】

松江圏都市計画区域の区域区分を廃止する
場合の問題点と、その対策（松江市の考え
る新たな土地利用制度）に関する事項

審議結果を報告

第〇〇〇回 都市計画審議会
・専門小委員会からの報告を基に審議

答申（審議会長→ 知事）

都市計画区域の分割・再編
 区域の分割・再編について、
 専門小委員会と並行して
 県及び両市で検討を進める

検討結果を報告

現在
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第１回区域区分専門小委員会での意見

主な意見内容
○市街化区域内の中心市街地や歴史地区へ線引き廃止が与える影響をどう考えている
か。

○松江市の（ような県庁所在都市で、かつ市町村合併を直接的な原因としない中での）
線引き廃止というのは初めてのケースであるといえるため、科学的な予測をしながら、
慎重に議論していく必要がある。

○線引きを廃止した高松市の事例から、廃止後に市街化調整区域での開発が積極的に
行われ、地価が一時的に上がるが、その後宅地の供給過多となり、地価も下落する。その
結果、売れ残った住宅地に雑草が生え、郊外の景観を阻害するということが起こり得る。

○線引きを廃止しなくても、市街化調整区域内でスーパーやドラッグストアなど、民間で
生活利便施設の計画があれば、行政が開発許可がとれるようサポートするという方法も
あるのではないか。

○現在の市街化調整区域内で居住等誘導を検討する「一定の集落」とは、どこまでの規
模を考えているのか？現在の緩和制度（50戸連たん）で想定している集落の規模という
ことか。

○「立地適正化計画（コンパクト・プラス・ネットワーク）」と「線引き廃止」は相反すると思
われるが、そのことについてはどのように考えられているか？

第一回委員会での意見内容
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